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仕事の 

窓 3
Point プ

レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
小
型
船
舶
に
対
す
る

安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
を
運
航
す
る
に
は
船
舶
の
検
査
及
び
操
縦
免
許
が
必
要
で
す
。
 

　
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
海
難
事
故

発
生
件
数
は
、
年
間
９
０
０
件
前
後

と
依
然
と
し
て
海
難
全
体
の
３
割
を

超
え
る
状
況
が
続
く
と
と
も
に
、
死

者
・
行
方
不
明
者
を
伴
う
海
難
に
つ

い
て
も
全
体
の
約
３
割
を
プ
レ
ジ
ャ

ー
ボ
ー
ト
関
連
が
占
め
て
い
る
状
況

で
す
。
ま
た
、
近
年
、
船
舶
安
全
法

に
基
づ
く
船
舶
検
査
を
適
切
に
受
検

し
な
い
小
型
船
舶
が
毎
年
３
〜
４
万

隻
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
な
小
型
船
舶
を
放
置
す

る
と
、
船
体
、
機
関
の
整
備
不
良
の

可
能
性
も
高
ま
り
海
上
の
人
命
の
安

全
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が

懸
念
さ
れ
ま
す
。 

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
運
輸

部
と
し
ま
し
て
は
、
海
上
保
安
庁
等

関
係
機
関
と
連
携
を
密
に
し
、
マ
リ

ン
レ
ジ
ャ
ー
活
動
が
活
発
と
な
る
ゴ

ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
か
ら
夏
期
休
暇

期
間
中
に
か
け
て
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ

ー
ト
等
小
型
船
舶
に
対
し
て
、
船
舶

検
査
の
受
検
、
小
型
船
舶
操
縦
士
免

許
に
関
す
る
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
年
４

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
小
型
漁
船

に
対
す
る
救
命
胴
衣
（
ラ
イ
フ
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
）
着
用
義
務
範
囲
の
拡
大
等

に
つ
い
て
も
併
せ
て
周
知
啓
蒙
活
動

を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

　
な
お
、
従
来
か
ら
実
施
し
て
い
る
小

型
船
舶
操
縦
士
の
遵
守
事
項
（
①
酒

酔
い
等
操
縦
禁
止
　
②
遊
泳
者
等
付

近
で
の
疾
走
等
禁
止
　
③
免
許
者
の

自
己
操
縦
　
④
救
命
胴
衣
（
ラ
イ
フ

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
）
の
着
用
　
等
）
に
つ
い
て

の
周
知
啓
蒙
を
伴
う
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動

の
際
に
も
、
併
せ
て
こ
れ
ら
の
事
項
の

確
認
を
行
い
、
ソ
フ
ト
、
ハ
ー
ド
の
両

面
か
ら
小
型
船
舶
の
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
安
全
確
保

を
推
進
し
て
い
ま
す
。 
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